
参加できる団体の用件

次のすべてを満たす団体です。
区内在住又は在勤の構成員５人以上の団体
継続的に活動できる団体

参加するための手続き

①みどり公園課運営グループ
　【連絡先】へお問い合わせください。

すぎなみみどり育て組

皆様の力で地域の公園を美しく、安らげる場所に育ててみませんか？
お気に入りの公園や緑地で、ごみ拾いや草花の手入れ等の管理を行い大切に守り育てて
いくことで、地域に愛され親しまれる公園等にしていきましょう。
この活動にご協力いただける団体を募集しています！

活動内容

紙くず、空き缶、吸殻、落葉等の清掃。
草取り、低木の手入れ、水やり等。
遊具及び便所等の設備が壊れていないかの確認。
公園利用のモラル向上のための啓発活動等。

区からの支援

清掃用具、園芸用具等を適宜支給又は貸し出しいたします。
ごみの回収を行います。
ボランティア保険に加入します。

②団体に関することや希望する
　公園等についてお伺いします。

③活動を希望する公園の確認等
　を行います。
　(現地で立会いをお願いします)

④代表者を決定のうえ
　「すぎなみみどり育て組」
　参加申込書を提出して
　いただきます。
　その後、協定の締結をします。

⑤すぎなみみどり育て組に
　認定後活動開始となります。

【連絡先】
杉並区都市整備部
みどり公園課運営グループ
電話：03-3312-2111　内線3572


